
※本資料は、現時点での地域福祉計画の検討案です。

※地域福祉計画（素案）の目次イメージに基づき、作成しています。

※今後も、関係者等との調整などにより、内容の変更を行うことがあります。

重点取組み項目（案）
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（参考）国の福祉の提供ビジョン
（平成28年7月15日第１回「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料より）
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重点取組み項目の考え方①
（協働と参画、地域づくりによる包括的・包括的な相談支援体制の充実）

○ 分野別の専門相談機関（地域包括支援センターや障害の相談支援事業所等）だけでは、複雑化・多様化した生活・
福祉課題には⼗分に対応できない、いわゆる「制度の狭間」があることや、引きこもりや認知症等の疑いがある等で
⾃ら相談窓⼝に来ることのできない、あるいは相談窓⼝を知らない、相談する気⼒を失なっている市⺠が存在してお
り、⾼齢化、核家族化等を背景にそうした市⺠が今後も増えると考えられる。

○ すでに「地域包括ケアシステム」や「⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度」など、各分野別の制度にとどまらない、⽀援の包
括化や地域連携、ネットワークづくりを基本とした取組が進められている。

○ また、本市は平成30年度までに保健福祉センターを市内2箇所に配置し、保健・福祉職員を⼀体的に配置し、様々な
相談、⼿続きの対応を⾏うこととしており、そこでは複雑化・多様化した課題への対応が求められる。

○ そのため、保健福祉センターを核として「地域包括ケアシステム」や「⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度」を推進するため
にも、「多機関・多分野協働のネットワークづくり」と「地域に不⾜する新たな社会資源の創出」が必要となる。

高齢者 障害者 子ども

壮年期のひきこもり・発達障害の疑い・難病・
若年性認知症・障害のある⼀⼈親家庭等

① 各ネットワークが機能するためには、情報

○ 包括的な相談体制に向けた課題

高齢者 障害者 子ども
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支援セン
ター

家族・近
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Ｏ等

相談支援
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家族・近
隣・ＮＰ
Ｏ等

こども
園・学校
等

家族・近
隣・ＮＰ
Ｏ等

制
度
の
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間

制
度
の
狭
間

低

高

地域中心の
ネットワーク

専門機関の
ネットワーク

⾏政中⼼の
ネットワーク

家庭児童
相談員・
ＳＳＷ等

基幹型相
談支援Ｃ

基幹型地
域包括支
援Ｃ

多様な担い
手による多
様なサービ
スの提供

専門サービ
スの包括的
な提供

① 各ネットワークが機能するためには、情報
共有の仕組みづくりが必要となる。

② 多様な担い手
を作るための仕組
みが必要となる。

③ 専門機関によ
る包括的なサービ
ス提供体制の構築
が必要となる。

保健福祉センター
（⽣活保護・権利擁護・ＤＶセンター機能・

就労支援・弁護士相談等）
子どもの育ち支援Ｃ

※詳細な機能は現在検討中

6



協働と参画、地域づくりのプラットフォーム
（地域福祉活動の中間支援拠点）

重点取組み項目の考え方②
（協働と参画、地域づくりによる包括的・包括的な相談支援体制の充実）

地域住⺠
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基幹型地
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援Ｃ機能

子どもの育ち支援Ｃ
※詳細な機能は現在検

討中

制度を中⼼とした⽀援体制

情報共有と連携

地域で緩やかに支える支援体制 た
体
制
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立
相
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支
援
事
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を
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体
制

専門的かつ総合的な支援体制

⾏政中⼼
のネット
ワーク

⾃⽴相談
支援事業

保護課等
関係各課

保健セン
ター

外部専門
機関

ハロー
ワーク

社会福祉
協議会
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報
共
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・

連
携

協働と参画、地域づくりによる包括的・総合的な相談支援体制の充実①

相談機能

支援機能

人材バンク機能

（仮）○○○センター（社協支部） 南北保健福祉センター
協働と参画、地域づくりのプラットフォーム機能
（地域福祉活動の中間支援拠点） 市域全体の相談支援機能

保健・福祉総合
相談窓口

地域福祉推進の
総合相談窓口

地域福祉活動
の組織化等支援

福祉・保健サービス
による支援

就労困難者の支援
法的支援など

権利擁護相談窓⼝

地域人材の

地
域
で
ゆ
る
や
か
に
支
え

制
度
を
中
心
と
し
た
包
括

援
体
制地域福祉活動専門員

によるアウトリーチ

地域福祉活動
による個別支援

コーディネートする 職員の派遣 対象者をつなぐ人材バンク機能

情報バンク機能

ネットワーク機能

地域の社会資源の情報把握・⼀元管理

地域人材の
登録・育成・管理

必要な情報の提供

地域住⺠主体のネットワーク
※問題共有型ネットワーク中心

え
る
支
援
体
制

括
的
・
総
合
的
な
相
談
支

庁内外の専門機関のネットワーク
※問題解決型ネットワーク中心

地域住民、多様な地域福祉の主体の参画を進めることにより
地域福祉活動の活性化・地域の担い手づくりの推進

コーディネートする

関係部局等からの
情報把握

職員の派遣
（講師等）

庁内・外の専門機関のネットワークにより、支援困難な相談に
も対応できる体制を構築する。

市、社協の双方がそれぞれの適切な役割分担のもと有機的に連携することで、フォーマルサービスと地域福祉活動をはじめとしたイン
フォーマルサービスなどの様々なサービスが包括的に提供でき、あらゆる個別の生活・福祉課題に対して解決策を提示していくことが期
待できる。

対象者をつなぐ
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協働と参画、地域づくりによる包括的・総合的な相談支援体制の充実②

【社会福祉協議会とのさらなる連携に向けた取組】
○ 社会福祉協議会支部事務局には地域福祉活動専門員12名が配置されており、地域の身近な相談窓口とともに、人
材育成、担い手づくりの支援、地域ネットワークの拠点としての機能が求められている。

○ 保健福祉にかかる総合相談支援拠点となる保健福祉センター（市内2箇所）と、身近な地域の相談窓口として機能
している社会福祉協議会のもつ「アウトリーチ機能」と「地域での⽀えあいネットワーク」が適切な役割分担のも
と有機的に連携することで、⽣活・福祉課題を抱えた市⺠の早期把握と様々な社会資源を活⽤した包括的な⽀援が
可能となり、深刻化する前の課題解決（予防機能）や個別課題の解決に向けた地域づくりも期待できる。

○ なお、⽀所の地域福祉・保健窓⼝が保健福祉センターに集約され、地域保健・福祉窓⼝業務の委託や⺠協事務局
が移管されることにより、今後、市⺠、⺠⽣児童委員からの個別相談が増えることが予想されるなど、地域の⾝近
な相談窓口としての地域福祉活動専門員の役割はますます重要になってくる。

社会福祉協議会の機能
地域における様々な事業展開による、
住⺠主体のネットワークを構築して
いる。

⾏政の機能
福祉にとどまらない様々な支援メ
ニューに加え、庁内外関係機関の広
域ネットワークを構築している。

地域福祉の推進
双方が有機的に連携することで、
様々な分野とのネットワーク強化、
社会資源の開発が期待できる。

⺠委 こどもＣ

包括 包括

・地域の相談窓口
・人材育成、担い手づくり支援
・地域ネットワークの拠点

・保健福祉総合相談窓口
・基幹型相談支援機能（障害）
・支援困難ケースの総合調整機能
・権利擁護、ＤＶセンター機能
・弁護士会と連携した法的支援 等

当事者団体

子育て団体
ＶＧ

ＨＷ
学校

福祉施設

①「支え合い」を育む人づくり
②多様な主体の参画と協働をすすめる基盤づくり
③誰もが安心できるくらしを支える環境づくり

いる。 域ネットワークを構築している。 社会資源の開発が期待できる。

「⾒つける・受けとめる」
「ささえあう」
「つなげる つながる」
「支え育てる」

包括 消費生活Ｃ
⼥性Ｃ

障害相談
支援Ｃ弁護士会

社協支部
事務局

社協支部
事務局

社協支部
事務局

保健福祉
センター

尼崎市※
第３期「あまがさきし地域福祉計画」基本目標

尼崎市社会福祉協議会※
第4期「地域福祉推進計画」基本目標

※「あまがさきし地域福祉計画」及び「地域福祉推進計画」の基本目標については、現時点での案になります。
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